２３観第９５２号　
平成２３年１２月１６日　

　被災者受入旅館・ホテル代表者　様

福島県災害対策本部　
（観光交流局観光交流課）

災害要援護者等の受入れに伴う宿泊施設の寝具クリーニング事業
実施要綱について（通知）
　長期間にわたる被災者の受入に御協力を賜り感謝申し上げます。
　また、二次避難所として利用したことで生じた著しい汚損等の原状復旧費用につきましては、審査が長引いていることについてお詫びを申し上げます。
　さて、「災害要援護者等の受入れに伴う宿泊施設の原状復旧事業」の中で、各施設よりご要望をいただいておりました寝具クリーニングについて、別紙のとおり要綱を定め原状復旧経費としましたので、お知らせいたします。
つきましては、寝具クリーニング費用を請求する場合は、別添要綱に基づき下記のとおり関係書類を提出してください。

１　事務の流れ
（１）寝具クリーニング経費請求書（様式第１号）に必要書類を添えて提出。
　　①寝具クリーニングの申請は、他の原状復旧費用の様式と異なりますので
ご注意ください。
　　②寝具１組につき１０，５００円を上限とします（上限を超えたクリーニ
ングの場合は、上限額で請求してください）。
　　③添付する金額を証する書類は請求書又は領収書に限ります（見積書は不
可）。
　　④原則として平成２４年１月３１日までにご提出願います。
（２）県で審査を行い、適合と認められた場合は３０日以内に経費を支払い。

２　関係書類送付先
　　　〒960-8670　福島市杉妻町２－１６　福島県庁観光交流課あて
　　　※郵送のみの受付（ＦＡＸ・メール・電子データでの提出不可）

３　関係書類のダウンロード先
　　　福島県観光交流課のホームページ【「福島県観光ホームページ」で検索】
　　　アドレス：http://www.pref.fukushima.jp/kanko/
 (
【
問い合わせ先
】
　福島県観光交流局観光交流課
　電話
 
024-521-7398
･
7287
･
7286
　
FAX 024-521-7888
　　　　　　　
)



